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「
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用
券
」の
交
付
及
び

「
バ
ス
特
別
乗
車
証
」か
ら
の
切
り
替
え
に
つ
い
て

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成

利
用
券
の
交
付
に
つ
い
て

平
成
27
年
度
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
料
金

助
成
利
用
券
の
申
請
を
３
月
26
日
（木）
か
ら

受
け
付
け
ま
す
。
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
26
年
度
の
利
用
券
は
、
３

月
31
日
（火）
ま
で
の
利
用
と
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

◇
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
・
２
級
の
方

◇
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
方

◇
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

※
本
人
ま
た
は
生
計
を
一
に
し
て
い
る
方

が
所
有
す
る
自
動
車
の
自
動
車
税
減
免

の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
や
こ
れ
か
ら

受
け
ら
れ
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用
券

と
バ
ス
特
別
乗
車
証
と
の
併
用
は
で
き

ま
せ
ん
。

■
助
成
内
容

　

市
指
定
の
タ
ク
シ
ー
会
社
を
利
用
し
た

場
合
に
、基
本
料
金
の
一
部
を
助
成（
年

間
24
回
分
の
利
用
券
を
交
付
）し
ま
す
。

※
身
体
障
が
い
者
手
帳
１
級
・
２
級
の
方

で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
24
回

利
用
後
に
24
回
分
の
利
用
券
を
追
加
交

付
し
ま
す
。

■
申
請
・
問
合
わ
せ

各
種
障
が
い
者
手
帳
、
印
鑑
を
お
持
ち

の
う
え
、
地
域
福
祉
課
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。　


v
０
６
４
４

障
が
い
者
バ
ス
特
別
乗
車
証
か
ら
の

切
り
替
え
に
つ
い
て

バ
ス
特
別
乗
車
証
を
利
用
し
て
い
る
方

で
、
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用

券
に
切
り
替
え
を
希
望
さ
れ
る
方
（
上
記

の
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
券
の
対
象
者
に
該

当
す
る
方
の
み
）
は
３
月
31
日
（火）
ま
で
に

地
域
福
祉
課
に
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
電

話
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
年
度
途
中
で
の
切
り
替
え
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

愛
知
県
柔
道
整
復
師
会
半
田
支
部
及
び

明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
名
古
屋
南

支
社
と
「
地
域
見
守
り
活
動
に
関
す
る
協

定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

協
定
で
は
「
体
に
ア
ザ
が
た
く
さ
ん
あ

る
」
「
新
聞
が
数
日
分
た
ま
っ
て
い
る
」

な
ど
の
異
変
に
気
付
い
た
場
合
に
連
絡
を

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
市
が
訪
問
な
ど

の
対
応
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

孤
立
死
の
防
止
や
認
知
症
に
よ
る
徘
徊

な
ど
の
早
期
対
応
の
た
め
に
は
、
近
隣
住

民
や
事
業
者
な
ど
に
よ
る
身
近
な
地
域
で

の
見
守
り
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
今
後
も

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　

地
域
福
祉
課　
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平
成
26
年
４
月
受
診
分
か
ら
、
中
学
生

の
通
院
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機
関

で
の
支
払
い
後
、
翌
月
以
降
に
市
役
所
で

還
付
申
請
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
対
象
と
な
る
受
診
が
あ
る
場
合

は
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
中
学
生
の
入
院
費
に
つ
い
て
も
、
還
付

を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
・
問
合
わ
せ

健
康
保
険
証
（
子
の
名
前
の
あ
る
も

の
）
、
領
収
書
（
子
の
名
前
、
受
診
年

月
日
、
支
払
金
額
、
保
険
点
数
の
表
示

が
あ
る
も
の
）
、認
印
、保
護
者
の
預
金

通
帳
を
お
持
ち
の
う
え
、保
険
年
金
課

（
医
療
福
祉
担
当
）へ　
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半
田
乙
川
中
部
土
地
区
画
整
理
事
業
に

伴
う
向
山
墓
地
移
転
の
た
め
、
無
縁
墓
地

な
ど
を
改
葬
し
ま
す
。
墓
地
使
用
者
な

ど
、
死
亡
者
の
縁
故
者
及
び
無
縁
墓
地
な

ど
に
関
す
る
権
利
を
有
す
る
方
で
申
し
出

さ
れ
て
い
な
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
2
月
18
日
（木）
ま
で
に
申
し
出

の
な
い
場
合
は
、
墓
地
埋
葬
等
に
関
す
る

法
律
に
よ
り
改
葬
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

市
街
地
整
備
課　
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毎
年
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
こ
の
時

期
に
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
期
間
中
、
20
時
に
30
秒
間
サ
イ
レ
ン

が
鳴
り
ま
す
。

出
火
原
因
の
１
位
は
放
火
で
す
！

家
の
周
囲
を
明
る
く
し
、
物
置
や
空
き

家
に
は
鍵
を
か
け
る
な
ど
、
放
火
さ
れ
な

い
環
境
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
点
検
を
！

住
宅
火
災
警
報
器
は
、
火
災
を
早
期
に

発
見
し
、
被
害
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
日
頃
か
ら
の
維
持
管
理
を
大
切

に
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

　

知
多
中
部
広
域
事
務
組
合　

消
防
本
部

予
防
課　
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４
月
26
日
（日）
執
行
の
市
議
会
議
員
一
般

選
挙
の
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を
開
催
し

ま
す
。

■
日
時

　

３
月
26
日
（木）　

13
時
30
分
〜

■
場
所

　

半
田
市
役
所　

大
会
議
室
（
４
階
）

※
出
席
者
は
１
候
補
者
あ
た
り
３
人
以
内

と
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
わ
せ

　

総
務
課　
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中
学
生
の
通
院
費
の
還
付
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

向
山
墓
地
の
無
縁
墓
地
な
ど
を

改
葬
し
ま
す

地
域
見
守
り
活
動
に
関
す
る

協
定
を
締
結
し
ま
し
た

春
の
火
災
予
防
運
動

３
月
１
日
（日）
〜
７
日
（土）

半
田
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会


